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「筑後川・矢部川大規模氾濫に関する減災対策（合同）協議会」の 

開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日    時 ：   協議会は、筑後川上流部、筑後川中・下流部、矢部川の 

２．場    所 ：   ３ブロック合同で開催致します。 

３．出 席 予 定 者 ：   詳細については、別紙－１を参照下さい。 

 

４．取材について ： 報道機関へのみの公開となります。テレビカメラ等による撮影は、 

          意見交換の妨げにならないようご配慮願います。 

 

 

 

 

 

 

 

筑後川河川事務所では、甚大な被害が発生した平成２７年 9 月の関東・東北豪雨による

水害を受け、水防災意識社会を再構築するため、筑後川上流部、筑後川中・下流部、矢部

川の３ブロックにおいて、平成 28 年 5 月に「大規模氾濫に関する減災対策協議会」を設

立し、市町、県、国等が連携し、減災に向けた取り組み方針を策定したところです。 

この度、同じく３ブロックにおいて、「令和元度 第１回大規模氾濫に関する減災対策（合

同）協議会」を開催し、住民、市町、県、国等が一体となり、想定し得る最大規模の降雨

等による大規模災害に備えるため、取り組み方針の実施状況をフォローアップするととも

に平成 29 年 7 月九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨の教訓を踏まえた取り組みについ

て、情報の共有を図ります。 

【問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所 

TEL：0942-33-91３１（代表） 

技術副所長   平井 新太郎（ひらい しんたろう）内線２０５ 

地域防災調整官 坂本 誠吾（さかもと せいご）  内線３０５ 



 

（別紙－１） 

 

 

○筑後川上流圏域大規模氾濫に関する減災対策協議会 

○筑後川中・下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会 

○矢部川圏域大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

 

１．日   時 ： 令和元年６月５日（木） １０時０0 分～（90 分程度） 

２．場   所 ： 筑後川河川事務所 １階 第１・２会議室 

３．出席予定者 ：  久留米市長、柳川市長、筑後市長、大川市長、小郡市長、うきは市長、 

朝倉市長、大刀洗町長、大木町長、広川町長、筑前町長、東峰村長、

佐賀市長、鳥栖市長、神埼市長、みやき町長、上峰町長、 

吉野ヶ里町長、基山町長、日田市長、玖珠町長、九重町長、小国町長、

八女市長、みやま市長、大牟田市長 

福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、水資源機構、 

福岡管区気象台、佐賀地方気象台、大分地方気象台、熊本地方気象台 

筑後川河川事務所、筑後川ダム統合管理事務所 



国土交通省 九州地方整備局
筑後川河川事務所「平成30年度 第1回 筑後川・⽮部川⼤規模氾濫に関する減災対策（合同）協議会」開催

開催概要
○ ⽇ 時：平成３０年６⽉２６⽇（⽕）
○ 会 場：筑後川河川事務所 会議室

主な意⾒等

議事内容

会議開催状況

○協議会の規約改正
「筑後川上流圏域⼤規模氾濫に関する減災対策協議会」、
「筑後川中・下流部⼤規模氾濫に関する減災対策協議会」、
「⽮部川圏域⼤規模氾濫に関する減災対策協議会」における
関係機関の組織改編に伴う委員の変更について了解を得たた
め規約を改正

○気象台より「中⼩河川の洪⽔に関する防災気象情報」と「今
夏の天候」について情報提供

○平成29年九州北部豪⾬で被災した朝倉市、⽇⽥市、東峰村よ
り出⽔当時の状況と今後の予定について報告

○事務局より下記事項について説明
・平成29年度の出⽔被害対応
・概ね5年間で実施する取り組みの進捗状況
・平成29年度九州北部豪⾬を踏まえた、防災減災の今後の取組
・「重ねるハザードマップ」、「時系列浸⽔シミュレーション
検索システム」等の防災情報について情報提供

・協議会の年間スケジュール

○筑後川ダム統合管理事務所より、直轄管理におけるダムの「特
別防災操作」の運⽤開始について情報提供

朝倉市⻑

⽇⽥市⻑ 東峰村 災害対策室⻑

○平成29年九州北部豪⾬災害からの教訓を踏まえ、概ね5年間で
実施する取組について、地域特性に応じた計画の前倒しと的確
かつ確実な実施について確認した。

参考資料：昨年度の協議開催状況
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